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９．１ 要援護者の安否確認 

 

（１）市民の安否確認 

市民の安否確認については、区長・町内会長を通じ安否確認を行った。特に被害が大きかっ

た門前地区においては、予め民生委員が作成しておいた高齢者等要援護者マップ（寝たきり、

一人暮らし、障害等の区分により色分け）が活用できたため、迅速な安否確認ができ、緊急消

防隊の不明者捜索が的確に行えた。 

 

（２）緊急消防援助隊及び市消防団による倒壊家屋等の被災地全域の検索・捜索・救助等の活動

について 

 

ア．緊急消防援助隊 

   応援期間：3月 25 日～3月 26 日 

   応援部隊：87 隊、349 人 

京都府、福井県、滋賀県、富山県、 

東京都、大阪府及び兵庫県 

 

イ．石川県消防広域応援隊 

   応援期間：3月 25 日～3月 26 日 

   応援部隊：14 隊、53 人 

 

 ウ．消防団（再掲） 

門前地区 8分団については、 

3 月 26 日午前 5時に招集し、     写真 9.1.1 緊急消防援助隊の活動状況 

上記の緊急消防援助隊、石 

川県消防広域応援隊と共に班編制し、検索・捜索・救助等の活動を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）輪島市提供資料 



第１章 能登半島地震災害 

 第９節 要援護者の支援 
39

９．２ 要援護者の緊急入所 

 

被災した者のうち、要介護認定者については介護保険施設等へ定員枠を超えて入所等を行って

きたが、とりわけ短期入所（ショートステイ）利用については、ピーク時において 65 人もの人が

緊急利用した。 

市内介護保険関連施設については、当該職員も被災しているため事業継続において職員不足で

あることから、必要な期間について、県および周辺市町の社会福祉協議会等の協力を得て、職員

派遣に尽力をいただいた。 

平成 19 年 8 月 27 日現在の状況は、表 9.2.1 のとおりである。 

 

表 9.2.1 緊急措置対象者の実績 

平成 19 年 8月 27 日 現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語の定義】 

・緊急措置入所 ： 市の権限により強制入所させたケース 

・期間延長   ： 震災時ショート利用しており、帰宅する日が来たけど引き続きショート利

用を希望したケース 

・新規     ： 震災時自宅におり、自宅が壊れた等の震災による事情でショート利用され

たケース 

・待機者    ： 震災後にショート申し込みしたが、定員超過等事情により待機してもらっ

ているケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）輪島市提供資料 


